
 

 
 

1 

 

総合海洋政策本部化参与会議（第 72回）議事概要 

 

◆日時：令和６年3月25日（月）14時00分～16時00分 

◆場所：オンライン（Teams） 

◆議事概要（参与の発言は○、事務局等の発言は●で示す。敬称略。） 

 

１．開会 

 

２．第２１回総合海洋政策本部会合について 

〔資料１について、事務局から説明。〕 

 

３．海洋開発重点戦略（案）について 

〔資料２－１、２－２について、事務局から説明。以下、意見交換。〕 

 

〇 まず１点、重点戦略骨子の一番最後に「６つの重要ミッションそれぞれについて、下記
①～⑤を明記」と書かれている。ここに書かれている内容は、これまで基本計画その他の
計画で参与会議の中でもいろいろ話題になってきたことがきっちり網羅されていると思
う。その中で役割分担が強調されているが、それらを取りまとめてそれぞれの重点事項で
どういう成果が得られているのかということを要所要所で発信することを入れていただ
く必要があると思う。国民の方たちの理解を促していくことはとても重要である。 
MDA に関する部分で、課金するデータについては課金されたデータを使う人たちがアプ
リ等を使って課金されないものと合わせて使うことができる仕組みを説明していただい
た。これは既にある課金システムについての話だと思うが、今後も課金されるようなもの
は出てくると思うが、例えばそれぞれの民間なりいろいろなところが課金するシステムを
つくってからやるのか、あるいは既に内閣府の MDA の中で始まるようなもの、あるいは
そこで取り扱うものがあるのかどうかが１点。 
もう一個インテグリティーあるいは安全保障に関わるような事柄があると思うが、その
対象となるようなデータについては MDA の中で集められたデータと併せて解析したり
使ったりすることができる仕組みも当然整備されることとは思うが、その辺について確
認を取りたい。 

● 成果の取りまとめや情報発信につきましては全ミッション共通することだと思うので、
総論のところで対応について検討させていただきたい。 

● １つ目の質問だが、有料の情報を掲載して閲覧するシステムは今の海しるにはないので、
どういったシステムが最適かを調査した上で、システム自体を構築していくということを
考えている。課金は一例として申し上げたが、そうしたシステムが今、あるわけではない。
これからつくっていくものである。 
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安全保障に係るものは政府内で見るというのが海しるの１つのやり方としてあるもので
あり、これは現状のシステムに情報を充実させていくという形で進めていきたいと考えて
いる。 

〇 MDA について、民間ニーズを意識した施策の必要性と背景についても記載があり、２
本目の主柱である持続可能な海洋の構築に関しても意識的に内容を検討いただいている
と受け取ったが、もう少し持続可能な海洋の構築の文脈のアクションについて書かれて
いるべきではないか。１つが全球海洋観測のデータに関する記載である。例えば達成すべ
き目標のところに３つ目に全球海洋観測のデータを入れていただきたい。また、データ、
シミュレーション予測のアウトプットを活用しながらデジタルツインをいついつまでに
構築するという内容についても記載が必要。同じように達成すべき目標の中に今の文章
を加えるとしたら、その下の取組の方向性のところに全球海洋観測による基盤データの
収集、デジタルツインの構築などを加えていただきたいと思う。こういう基盤データの収
集、全球海洋観測は文部科学省が担当していると思うので、その下の関係者の役割のとこ
ろに文部科学省についての記載も基盤データの収集ということで加えていただきたい。さ
らにその下の主な成果指標の３つ目の三角として海洋のデジタルツインあるいは全球海
洋観測による基盤データの構築といった文言を追記していただきたい。 
EEZ 洋上風力発電について、主な成果指標について、改正法施行まで、つまり 2025 年度
前後の成果指標については書かれているが、2030 年までに、あるいは 2040 年までにそ
れぞれのキロワット数の案件形成を目指すとなっているので、それに関するマイルストー
ンを取組の方向性の中に加えていただくべき、あるいは成果指標に加えていただくべきで
はないか。 
それから、３点目、「我が国の北極政策」について、平成 27 年に「我が国の北極政策」と
いう政策が本部決定されたが、平成 27 年以降全く改訂がないままである。今回の第４期
海洋基本計画の中で多少改訂された内容で出ているが、この 27 年度版そのものは変わっ
ていないので、このままでいいのかという疑問がある。第４期に併せてバージョンアップ
させていくことも検討すべきではないか。 

● まさに全球海洋観測であるとかデジタルツインは海洋開発重点戦略の MDA の部分に
入れるべきではないかといった議論は文部科学省との間でもあったが、背景としてはデジ
タルツイン等々海洋基本計画ですとか、MDA 構想にも記載されているところであり、政
府として進めていくものの中にはある。ただ、海洋開発重点戦略に MDA 構想からどこの
部分を取り出すかということで、今後省庁連携で取り組んでいくべきところのみを記載
しており、文部科学省で取り組んでいるデジタルツインは政府として当然実施するもので
はあるが、ここの重点戦略には載ってこないかなと考えて記載していないところである。 

● 補足させていただきたい。 
コンテンツとしては MDA の中にいろいろな情報を入れていくということでは入ってく
るものも多いと思うが、ペーパーとして記載の中ではいろいろな省庁のいろいろなコンテ
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ンツがあり、書きたいという要請がたくさんあるため、新しくやるようなものとかにある
程度絞ってパワポの資料としては書かせていただいているが、実際に MDA でやっていく
ものの中でデジタルツインみたいなもので得られたコンテンツを MDA のデータに入れ
られるようなものについてはどんどん入れていくというふうに考えている。 

● 少し言葉が足りなかったが、このパワーポイントには載せていないところである。 
● 続けて、洋上風力関係だが、来年度までの取組だけではなく、2030 年まで 2040 年まで

長期スパンも含めてというのはおっしゃるとおりである。この紙の主な成果指標のとこ
ろが予算事業のほうに寄ってしまった書き方になっており、今後具体的な本文を書く中で
達成すべき目標と主な成果指標と、うまく参与の趣旨も踏まえながら工夫していきたい。 

● 最後に、北極の部分についての指摘だが、確かに平成 27 年 10 月の「我が国の北極政
策」という本部決定文書だが、既に時点的に変わってしまっているもの、もしくはもうや
っていないものが含まれていたりする。例えば当時北極域研究船の建造を検討するという
ような表記がされていたりするが、既にこれは就航が予定されているとか、そういった時
点修正が必要になってくるものが確かにある。「我が国の北極政策」を時代に併せて修正
していったほうがいいのではないかという点は今後の検討課題とさせていただきたい。そ
れと並行して、今回の海洋開発重点戦略は、これはこれとして制定していくことになると
考えていて、その際の考え方のベースに平成 27 年の本部決定文書があるということで紹
介させていただいたということである。 

○ まず、洋上風力発電について。民間事業者にとっては、投資判断を行う上で、ビジネス
展開の 「予測可能性」と「可視性 （visibility）」が非常に重要になるので、適地選定のデー
タ整備やロードマップ策定に向けたイニシアチブを取っていく今回の体制整備には大い
に期待している。 
また、複数の省庁にまたがる許認可手続の調整に必要なリードタイムの短縮化にも期待
するところであり、基本方針の改定など全体を取りまとめる内閣府には、各種規制 ・手続
の調整における目詰まりの特定や見直しを図り、事業全体のさらなる促進を図っていただ
くように大いに期待しているところである。 
次に、北極政策について。工程表の最上段の 「背景・現状及び施策の必要性」に記載され
ている、北極海航路の開発や北極域における鉱物資源・生物資源の開発といった経済面へ
の重要性ももちろん大きいと思うが、一方で、昨今の北極政策におけるロシアや中国等の
動きを踏まえると、我が国の安全保障の観点でも非常に重要な施策と認識している。例え
ば１行目の「ロシアのウクライナ侵攻により」以下の表記は、「北極における国際協力の
推進が一時的に困難になる中で、資源の囲い込みや北進志向を一方的に強めようとする
国もある」などとしたり、あるいは２行目の、「北極の開発・利用が」以下の表記を「我
が国の総合的安全保障に資するように、国際連携強化を図りながら、日本の関与を確保す
る」とするなど、総合的安全保障の観点を含めて工夫してはいかがか。 

● 洋上風力関係でビジネスの予測可能性、リードタイムの短縮にしっかり留意して進め
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るようにというご指摘を意識した上で今の法案も考えており、区域の指定や、あるいは環
境アセスという点について国が率先してやるべきものは国が能動的にやっていくという
法案の中身にしている。具体的なガイドラインや詳細設計は、法案が成立した後、引き続
き関係省庁と詰めていきたい。 
● 北極に関して申し上げたい。安全保障に関する側面は実は平成 27 年の「我が国の北
極政策」でも言及されているポイントの１つである。今回パワポには安全保障という文言
を明示的には書いてはいないが、今の指摘の点も踏まえてどのような形が最終的な形とし
てできるのかという点については検討させていただきたい。 

○ AUV の開発・利用の推進のところは官民プラットフォームの成果を踏まえてしっかり
した計画ができて大変よいと思う。主な成果指標、一番下のところだが、そこも非常に具
体的な数字が挙がってきていて、少し心配はあるが、結構かと思う。成果指標の一番下だ
が、令和 12 年度までに洋上風力発電設備の点検云々ということで洋上風力だけに限って
いるが、CCS など大いに AUV に期待するところはあるので、そこに限ることはないので
はないか。 
今、予見性の話があったが、国が予見性を示すことはとても重要で、達成すべき目標のと
ころに 「3000 万から 4000 万キロワットの案件形成を目指す」とある。ただ、この数字は
再エネ海域利用法の改正法が出る前から出ている数字、すなわち EEZ 展開の前から出て
いる数字であり、第４期海洋基本計画でも第１部の 21 ページ、第２部の 61 ページから
62 ページにかけて「EEZ における浮体式洋上風力の導入目標を政府として掲げる」と明
記されている。それがここに一切入っていないのが不可解に思う。施行前か施行後の適地
選定・要件形成の初期段階かいつの段階でやるか分からないが、導入目標をしっかり政府
が示すのが民間にとっては安心となりビジネス進出につながるので、そこをお願いした
い。 
主な成果指標は参与から指摘があったと思うが、これは内閣府の総合海洋政策本部とし
ての成果指標であり、国全体ではない。そこはやはり国全体として書くべきだと思う。 
国境離島のところで新たな取組として合理的・効果的ということで様々な新しい技術を駆
使していろいろやっていくのは大変結構かと思うが、これと 「海しる」の連携は考えてい
るのか。北極政策に関して、一番最後の成果指標の一番下で 「鉱物資源・生物資源の開発
等につなげる」というのは、国際法とか条約によると思うので、そこまで言い切るのは難
しいのではないか。どこかに書かれていたように、「鉱物資源・生物資源の開発につなが
るように国際ルール形成に貢献する」などのほうが成果指標としてはよいのではないか。 

● 最初、AUV について回答したい。 
指摘のとおり、洋上風力とかいうのは代表例で、「等」とは書いたものの、確かにこれを
読むと洋上風力だけしかやらないのではないかと誤解されるというのはおっしゃるとお
りであり、書き方は工夫したいと思う。 

● 洋上風力の部分で、まず、数値のところだが、これは以前の参与会議でも質問いただい
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て申し上げたと思うが、30 年までに 1000 万、40 年までに 3000 万から 4500 万キロワッ
ト、これは浮体式とか EEZ とかを明示的に排除してつくったものではないので、一応含
まれているという認識である。その上で参与指摘の浮体のみの数値目標はおっしゃると
おり海洋基本計画でも今後策定することを明記しており、これは現在、エネルギー庁と国
土交通省の浮体式の検討会等で議論、審議されていると思うので、そこででき上がったも
のがあれば、我々もタイミングを見ながら取り込めるものは取り込んでいきたいと思う。 
成果指標のところは先ほどの質問にも回答したとおり、少し本文のところで書き込んでい
く中で指摘を踏まえて工夫していきたい。最初の浮体式の数値目標のところで、エネルギ
ー庁や国土交通省で現時点でのアップデートの情報や補足があればお願いしたい。 

● 浮体式の導入目標値は別途定めるとしており、官民協議会等を開催して、その中で提示
していきたいと考えている。適切なタイミングで浮体式に特化した形での目標値をセット
して、お示しできればと考えている。 

● 国境離島関連の質問について、お答えする。 
今、国境離島について、この重点戦略の中で情報を収集するということで、その情報につ
いて海しるに載せていくことができるのかという点の指摘だったと思う。現状として、国
境離島、さらには領海基線周辺の地形情報については非公表という状況になっているが、
この地形を分析するに当たって、その他にも空中写真や衛星写真についても収集している。
先ほどのレーザー測量のデータも含めて関係機関とよく相談しながら、海しるに載せられ
るものは基本的に載せていく方向で検討したい。 

● 海しるには一般に公開しているレイヤーと、あまり公開すべきではない情報については
政府内限りのレイヤーと２種類あり、情報の性質に応じて公開の状況を使い分けている
ところがあるので、こちらについても関係省庁と議論する中で何をオープンにして何をオ
ープンにすべきではないかというところを明確にした上で海しるに掲載していくという
ことが考えられる。 

● 北極の点について申し上げる。確かにどうつなげるのかは難しい論点ではある。特にこ
の場合、相手がある話なので、どこまでのことがその当時の情勢下でできるかは現時点に
おいて確定的に申し上げるのが難しい。イメージとして幾つか申し上げると、例えば北極
海航路に関して、現状試験的あるいは極域の国の意思として実際の運用に近い方向にまで
近づいているのはロシア側の北極海航路、ノーザンシールートと呼ばれているものだが、
実は北極海航路といった場合には北西航路、ノースウエストパッセージと呼ばれるアラ
スカ回りの航路もある。こちらはアメリカ、カナダ当局がほぼ何も投資していない状態で
あると認識していて、この点は我が国としても現状何もないが、何かしら可能性を探って
おいたほうがいいのではないかという問題意識を持っている。ここは具体的にアメリカ、
カナダ、あるいは国内においても国土交通省との間で具体的なイメージを持っているわけ
ではないので、この後詰めていく必要があるが、例えば航路の開発と一言で言ったとして
も、いろいろな可能性は存在していて、その可能性は今後何年かの間で検討していく価値
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があるのではないかということが１点である。 
資源開発について、これも特にロシアの今のウクライナ侵攻の前はロシア極域における
開発に大きな焦点が当たっていたが、北極のポテンシャル自体は別にロシア側だけではな
くほかのところでもある。ただ、この辺も今のところあまり具体的な検討として進んでい
ない部分もあり、そういった可能性を探ることができるのではないか、あるいは、今から
何年後かにロシア情勢がどうなっているか分からないので、そういった点も含めて様々な
可能性の検討を進める、要するに現状何もしないのではなく、航路であれ、資源開発であ
れ、様々な検討なり、あるいは協力の可能性なりを進めていくことでつなげるという表現
を使わせていただいている。 

○ AUV の開発・利用の推進について、ウクライナの戦争に起因して無人機全般の技術が
飛躍的に向上している。例えばウクライナでは２年前に２社しかなかった無人機 （航空機、
船艇も含む）の製造会社が 200 社に増えたとも言われている。各国も競って安く高性能
なものを開発している。既に日本の 10 年先を行っているとも考えられる。今まで戦略を
策定し線表も作成してきたところではあるが、柔軟に戦略あるいは線表を見直していかな
いと、完成したころには陳腐化したものになりかねないと危惧している。国産を重視する
のが大前提ではあるが、国産でやらなければいけない分野と海外の技術を取り込んだほ
うがいい分野をなるべく早期に峻別して示すべきではないかと思う。 
軍事用に開発された技術は民生用に必ず波及してくる。2030 年までという時間軸も含め
て、状況によっては細かく見直していく必要がある。 

● まさに柔軟にやっていくというのはそういうことでして、AUV 戦略にもそのように書
かせていただいたところ。指摘いただいたところは、主に安全保障に係る動きと理解した
が、そちらで大きな動きがあるとも聞いたので、防衛省にその辺を現在どういうふうに考
えているかという状況も伺って、それをどう重点戦略に反映していくか議論していきたい。
いずれにしても AUV はデュアルユースで推進していくべきものだと思っており、民生と
安全保障と両にらみで取組を考えていきたい。 

○ １点目は、重点戦略を進めるに当たっての既存の文章との連結性 ・整合性についてであ
る。特に MDA に関して、先ほど質問があった海しるビジネスプラットフォームについて
は、昨年 12 月に策定されたばかりの MDA 構想の中には出てこなかった言葉ではないか
と思う。その中身や MDA 構想との連動性については、先ほど概略の説明があったが、重
点戦略を書くに当たってはその辺が分かりやすくなるように書く必要があるかと思う。 
２点目は、同じ MDA に関して、その重点戦略を進めるに当たり、MDA の全体構想との
連動に留意する必要があると思う。MDA に関するページ、資料２－２の２ページ目に関
し、先ほどの海しるビジネスプラットフォームと並んで衛星データ等を活用した AI 分析
技術開発という項目の説明があった。これは極めて期待される重要な技術だと思うが、そ
の前提として全体の構想が必要だと思う。既存の衛星であるとか、これから開発される衛
星、さらにはそのほかの情報、そういったもののどういった情報を MDA に使うのか、あ
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るいはその中の情報のどの部分を AI 分析に活用していくのか、さらには AI 分析と他の
分析とをどのように組み合わせていくのか、そんな全体の構想、制度設計があって初めて
AI 分析技術が生きてくるものだと思う。この戦略を進めるに当たり、AI 分析技術の開発
も MDA の全体の構想や制度設計と連動して進めていただきたい。海洋開発重点戦略を記
述するに当たっても、そういったことを念頭に記述する必要があると思う。 

● 最初の点、海しるビジネスプラットフォームの構想には、言葉としては、単語としては
出てこないものだが、内容としては MDA 構想の４本の柱のうち２本目、情報の集約のと
ころ、海しるの情報の充実というところをしっかり進めていくという内容であるので、
MDA 構想と重点との整合性の部分について、重点の本文にもしっかり書いていきたい。 
２点目の AI 分析についても、おっしゃるとおり様々な情報を用いて分析を進めていくも
ので、安全保障の分野の話でもあるので、どこまで明確に表にする文書に書けるかという
ところは別の観点だが、なるべく分かりやすく本文に記載していきたいと考えている。 

○ 北極政策のところで 「北極の開発 ・利用が我が国にとって適切な形で進むよう、国際連
携の下、日本が一定の関与を確保できる状況創出が必要」と書いてある。これは決して北
極政策だけに限らずに、実は国際社会の中でいろいろな取組またはルールづくり等が行
われているが、昔から言われることだが、日本が何か右に行こうと思ったときにはもう既
に箱部屋で全て世の中が終わっていて、日本の出る隙間がないとよく言われている。した
がって、そういう人材をこれから育成していかねばならないのだということも言われてい
る。ここに「一定の関与を確保できる状況創出が必要」と書いているが、それについて具
体的な方法を何か考えているなら教えていただきたい。 

● 今の点は重要な指摘だと思う。人材育成という話があったが、これも大事なポイントの
１つであろうと考えている。実際に北極に係る様々な活動に携わる日本人材を育成してい
くことも何らかの形で盛り込めないかと考えているところである。盛り込めないかという
のは、今、これはパワポだが、実際の文章の中で人材育成というワードは何らかの形で入
れようと思っているところである。 
加えて先ほども少し説明したが、北極に係る様々な取組、航路の話にせよ、資源開発の話
にせよ、あるいは従来からの北極評議会といった様々なフォーラムにせよ、我が国として
関係国、北極圏国を中心にということではあるのだと思うが、国際的な会議の場であった
り、意見交換の場に継続的に参加あるいは開催することによって、少なくとも本件に関す
る発言、加えて研究の場には実際の研究成果であったりということがさらに付随するが、
我が国としてもこの分野においてやっていることをきちんと示せる、あるいはやっている
ことについて各国の協力が得られるというようなことを北極の場においては考えている
ところである。 

〇 個別の重要施策についての意見ではないが、今後の取組について伺いたいのだが、先ほ
どの話で、担当参事官は執行の役目であって、参与会議の参与は助言の役目をするという
言葉があり、なるほどということで分かったのだが、今、聞いていると、関係の参与の方々
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は皆さん大変よい意見をたくさん述べられて、助言の役目を十分果たせるなと感じてい
るが、今後どういう形でそれぞれの施策について参与会議で取り上げていくのか、またそ
の体制はどうやっていくのか、今後の取組について教えていただきたい。 

● 海洋開発重点戦略はつくった後、毎年フォローアップをして、内容についても随時見直
す形になっている。フォローアップの結果については、当然参与会議に報告させていただ
くことになる。まさにいただいた意見も踏まえて必要な改定を検討していくことになろう
かと思っている。 

○ 戻ってしまうが、私が関連する管轄海域の保全のための国境離島の状況把握というとこ
ろで、473 ある離島を全て把握するのが非常に大変だということで、それぞれ離島あるい
は低潮線の損失によるインパクトや損失に至るまでの脆弱性が異なる中でいかに合理的
に把握していくかというところで、持続性が重要かと思うので、そういった観点で新たな
取組を入れていただいているのが非常に重要でいいことかなと思っている。 
それに加えて重点戦略概要を書くに当たり、現状の把握だけではなく、これから気候変動
等で海面上昇や外力も変わっていくので、現状これまで大丈夫であってもこれから数十年
後には駄目になっていくところも、特に離島は海面上昇に対して脆弱であるので、そうい
ったところも含めて脆弱性をしっかり把握していくことが重要になるかと思うので、現状
把握だけではなく、今後の海面上昇による影響も将来含めていただくところまで踏み込
んで書いていただけるといいのではないか。 

○ これは質問というよりは、最後のほうに説明として登場した資料２の参考に出ている
洋上風力の EEZ に関する法案の説明の紙だったが、こちらについて今後説明の機会があ
って、それに対して質問する機会があるのであれば、そのときにさせていただきたいと考
えているが、そういう理解でよろしいか。 

● 次回の参与会議の際に説明させていただきたいと思う。 
○ では、次回質問させていただく。 
 
４．海洋エネルギー・鉱物資源開発計画の改定について 

〔資料３について、経済産業省から説明。以下、意見交換。〕 

 
○ １点目メタンハイドレートについてだが、第４期海洋基本計画の 「商業化に向けては柔

軟性を持たせる」ということを踏まえてということで大変結構かと思うが、技術と政策が
乖離しているというのは、もっとはっきり言えば技術が政策に追いついてないと言うこと
で、商業化のために重要になる経済性は国際情勢によって変わるので、とにかくいつでも
将来ニーズに応えられるような技術開発をしていくことがとても重要である。そういうこ
とで、２ページ目の表の「今後の取組み」のところに「2030 年度に向けて、海洋産出試
験」とあるが、何日間とか何トンとかいう数字にこだわらずに、こういう技術にチャレン
ジするのだという目標を掲げて技術開発をしていっていただきたい。 
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２点目、CCS について、９ページ目の工程表を見ると、（３）に「国民理解の促進」とあ
る。CCS の課題は例えば国民理解、コストの問題、それから貯留量の３つがあると思う。
貯留量に関しては、国内で貯留できなければ海外に出るということで、要は海外にお金を
払って高いガスとかオイルを買ってくることになる。一方で、国内であれば国内経済が回
ることに資するわけで、そのときに物理的に入れられても社会的受容性がないと入れら
れないということが起こるので、国民理解の促進は非常に重要である。ということで１行
目に「丁寧な説明を行うこと」と書いてあるが、これは国がやると理解してよろしいか。
今回閣議決定された CCS 事業法を見ると、試掘権、貯留権は経産大臣が事業者に与える
となっている。丁寧な説明を国がやるのか事業者がやるのかは１つ大きな境目で、洋上風
力では２段階にして、第１段階では国が、第２段階では事業者というような形になってい
るかと思うが、その辺はいかがか。 

● １点目、メタンハイドレートにつきましては、経済性重視は重要であり、いろいろ進め
ていく中で今後 2030 年度までに海洋産出試験に向けて進めていきたいと考えている。こ
れまでも海洋産出試験をやってきたが、最大で３週間ちょっと、24 日間でまだまだ期間
的に短いので、今、やっているアラスカでの長期陸上産出試験で様々なデータを取った上
で、長期的・安定的に産出できるようなものに進めていきたいと考えている。 
２点目 CCS については、おっしゃるとおり国民理解の促進が一番重要であると思う。丁
寧な説明ということで、まずは国が実施していくことが重要かと考えている。 

○ ２点ほどあるが、１点目は４ページ目の右下に 「海洋エネルギー ・鉱物資源開発計画を
改定 （2023 年３月改定）」と書いてあるが、これは 2024 年３月の間違いではないか。１
点目は修正かなと考えている。 

● 申し訳ない、間違いである。 
○ ２点目はメタンハイドレートの開発についてだが、６ページ目７ページ目に工程表が、

砂層型と表層型でそれぞれ出ている。それぞれの工程表を見ると、右側に 2028 年の次の
５年間の計画の最初のところに海洋産出試験が両方とも出ている。ということは、両方の
海洋産出試験が 2028 年に同じようなタイミングで計画されているように見える。もちろ
ん同じようなタイミングで同じような試験を行って、成果を見ながら同じように土俵に乗
せて評価をすることは重要なことかもしれないが、実施する側から見ると、どうしても海
洋産出試験は予算が大きくかかるのではないか。特に砂層型の場合、今度は複数本の井戸
を使っての海洋での産出試験にチャレンジすることを目指すのではないかと推察するの
で、そうなるとそういう目的を達するためには予算規模も大きくなって、そうすると十分
な予算を海洋産出試験に回すことが難しいのではないか、ましてや砂層型と表層型を同じ
タイミングで実施することはかなり難しいのではないか。少しタイミングをずらして、予
算を平準化しながら、しっかりとした計画で実行していくことを検討されたほうがいいの
ではないかと感じる。予算の制約でこういう試験しかできませんでしたというような説
明を実施されている方から聞くのは、成果を期待している者としてはやはり不満足だと感
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じるので、そこの辺りについては少し考えることを再検討していただきたい。 
● 現時点ではメタンハイドレート表層型・砂層型それぞれの目標ということで分けてい

るわけではなくて、海洋基本計画の中で 2030 年度までに商業化に向けたプロジェクト開
始ということで、まとめで書いているところである。
おっしゃるとおり、砂層型と表層型は全く技術も異なり、技術開発のスピードも異なって
いる。そういったことも踏まえて、今後５年間で方向性の確認・見直しを踏まえつつ、2030
年度までの商業化に向けたプロジェクト開始を目指し、どちらがメインになるかは分から
ないが、確認・見直しを含めて進めていきたいと考えている。

５．海洋状況表示システム「海しる」ワークショップの開催、「海洋基本

法・海洋基本計画・海洋開発重点戦略等の普及広報活動」について 

〔資料５－１、５－２について、事務局から説明〕 

６．その他 

〔会議全体について、意見交換。次回の開催等について、事務局から説明〕 

● 参与の皆様から貴重な意見を活発にいただき本当にありがたい。特に海洋開発重点戦
略の関係は今回初めて策定することになるので、本日の意見を踏まえてよいものにしてい
きたいと思っており、議論の中であったが、逐次フォローアップをしていくことも重要だ
と思うので、引き続きそういう形で生み育てていっていただければと思うので、よろしく
お願いしたい。

○ 次回の参与会議は、５月 27 日の開催を考えている。詳細については改めて連絡したい。


